
平成２５年３月教育委員会会議の要旨

１ 日 時

平成２５年３月２１日（木）

開会 １５時３０分 閉会１６時４４分

２ 場 所

教育庁教育委員会室

３ 出席委員

委員長 村上 智真

委員長職務代理者 稲野 靖枝

委員長職務代理者 山縣 俊郎

委員 岡野 芳子

委員（教育長） 田邉 恒美

４ 欠席委員

委員 中田 範夫

５ 出 席 者

教育次長 上野 清

教育次長 竹本 芳朗

審議監 小西 哲也

教育政策課長 河村 邦彦

教職員課長 田坂 祐治

義務教育課長 桑原 一郎

高校教育課長 廣川 晋

特別支援教育推進室次長 石本 正之

社会教育・文化財課長 大嶋 弘行

人権教育課長 尾﨑 敬子

学校安全・体育課長 中村 充範

教育政策課企画監 濵井 昭巳

学校安全・体育課学校安全管理監 清時 崇文

やまぐち総合教育支援センター次長 十河 悟



議 案

議案第１号『市町立学校職員の勤務成績の評定に関する規則の一部を改正する規則の制

定について』

【概要】

１ 改正の趣旨

市町立学校職員の勤務成績の評定に関する規則で定める事項の一部を教職員評

価の実施に係る要領で定めることとした期間を、更に１年間延長するために所要

の改正を行うもの。

２ 改正の内容

付則第２項中「平成２５年３月３１日」を「平成２６年３月３１日」に改める。

（定期評定の実施の時期等の特例）

２ 平成１９年４月１日から平成２６年３月３１日までの間における定期評定

の実施の時期、評定者及び調整者並びに勤務評定書の様式は、第３条第２項、

第６条第１項及び第７条の規定にかかわらず、教育長が定める。

３ 施行期日

公布の日から施行する。



議案第２号『山口県立高等学校等の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて』

【概要】

１ 改正の理由

（１）平成２５年度より県立高等学校４校に副校長を設置するため。

（２）平成２４年度末をもって大津高等学校、日置農業高等学校及び水産高等学校

の在籍者が不在となり、同校が廃止となるため。

（３）平成２４年度末をもって萩商工高等学校機械科、電気科及び建設工学科の在

籍者が不在となり、同科が廃止となるため。

（４）特別支援学校高等部の定員の一部を変更するため。

（５）高等学校学習指導要領が、平成２５年４月１日の入学生から年次進行により

段階的に適用されることに伴い、様式中の用語の一部を変更するため。

２ 改正の概要

（１）副校長の設置に係る下記の項目を定める。

・学校に置くことができる職員に副校長を加える。

・副校長を置くときは、教頭を置かないことができることを新たに定め

る。

・副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどるとともに、校長

に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務

を行うことを新たに定める。

・副校長を置く学校における教頭の職務として、校長及び副校長を助け、

校務を整理すること、校長及び副校長に事故があるときは職務を代理

し、校長及び副校長が欠けたときはその職務を行うことを定める。

（２）大津高等学校の項、日置農業高等学校及び水産高等学校の項を削除する。

（３）萩商工高等学校の項のうち、機械科、電気科及び建設工学科を削除する。

（４）岩国総合支援学校、田布施総合支援学校、徳山総合支援学校、防府総合支援

学校、山口南総合支援学校、山口総合支援学校、宇部総合支援学校、下関南総

合支援学校、下関総合支援学校、豊浦総合支援学校、萩総合支援学校の高等部

の定員を改める。

（５）教育課程編成届、新入生生徒教育課程及び教育課程実施報告書の様式中の用

語を下記のとおり改める。

・「普通教育に関する各教科・科目」→「各学科に共通する各教科・科目」

・「専門教育に関する各教科・科目」→ 「主として専門学科に開設される各教科・科目」

・「学芸的行事」 →「文化的行事」

３ 施行期日

平成２５年４月１日



議案第３号『山口県立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定について』

【概要】

１ 改正の理由

組織的・機動的な学校運営が行われるよう、学校の組織運営体制や指導体制

の充実を図るため、平成１９年の学校教育法の改正により、任命権者の判断で

設置することが可能となった副校長を、平成２５年度に分校等を有する大規模

な県立高等学校４校に配置することとしている。

このため、山口県教育委員会が任命する県立学校の職員の服務について必要

な事項を定める同規程が適用される職員に副校長を加えるなど、所要の改正を

行う必要がある。

２ 改正の概要

第２条第１項及び第２項に定める同訓令において定義する「職員」及び「教

育職員」の中に、新たに副校長を加える。

３ 施行期日

平成２５年４月１日



議案第４号『山口県立高等学校校務決裁規程の一部を改正する訓令の制定について』

【概要】

１ 改正の理由

組織的・機動的な学校運営が行われるよう、学校の組織運営体制や指導体制

の充実を図るため、平成１９年の学校教育法の改正により、任命権者の判断で

設置することが可能となった副校長を、平成２５年度に分校等を有する大規模

な県立高等学校４校に配置することとしている。

副校長は、校長の命により専決権を授与されることから、具体的な専決事項を

定める規程は設けてないが、専決の制限及び代決など規程について、所要の改

正を行う必要がある。

２ 改正の概要

○ 用語の意義について定める第２条に、副校長を新たに位置付ける。

○ 専決できる事項であっても、校長の決裁を受けて処理しなければならない場

合（専決の制限）について定める第５条の規定に、教頭及び事務長に加え、副

校長を位置づける。

○ 校長が不在のときは、校長が決裁すべき事項について、副校長が代決するこ

とができることを定める。また、校長及び副校長がともに不在のときの校長が

決裁すべき事項又は副校長の専決事項について、教頭又は事務長が代決するこ

とができる規定を新たに設ける。（第８条）

○ 副校長の代決についても、教頭又は事務長の代決と同じ制限を定める。

（第９条関係）

○ 代決事項に関する報告について定めた第１０条に、副校長を位置づける。

３ 施行期日

平成２５年４月１日



議案第５号『山口県立高等学校全日制課程の通学区域に関する規則の一部を改正する規

則の制定について』

【概要】

１ 改正の趣旨

山口県立大津高等学校の廃止に伴い、同規則別表第一の一部及び別表第二の

一部を改正するもの。

２ 改正の内容

（１）別表第一のうち萩学区から「山口県立大津高等学校」を削る。

（２）別表第二のうち「美祢市のうち於福中学校区、美東中学校区」を通学区域と

する高等学校の項から「山口県立大津高等学校」を削る。

３ 施行期日

平成２５年４月１日



議案第６号『山口県教育委員会被服等貸与規則の一部を改正する規則の制定について』

【概要】

１ 改正の趣旨

県立学校の再編整備及び学科改編に伴い、標記規則の一部改正が必要となっ

たもの。

２ 改正の内容

別表第１（第３条関係）中

現行 改正後

２の項、職員の範 山口県立水産高等学校に 山口県立大津緑洋高等学校

囲欄 勤務するもの（練習船に に勤務するもの（練習船に

乗船して実習業務に従事 乗船して実習業務に従事す

するものに限る。） るものに限る。）

別表第２（第９条関係）中

現行 改正後

職員の範囲欄 山口県立水産高等学校に 山口県立大津緑洋高等学校

勤務するもの（練習船に に勤務するもの（練習船に

乗船して実習業務に従事 乗船して実習業務に従事す

するものに限る。） るものに限る。）

別表第１（第３条関係）中

現行 改正後

２の項、備考欄 材料化学科、化学工業科、 システム化学科、化学工業

環境システム科、応用化 科、 環境システム科又は

学科又は材料技術科に属 応用化学科に属する職員に

する職員に限る。 限る。

３ 施行期日

平成２５年４月１日



議案第７号『山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認）』

【概要】

萩市立川上小学校養護教諭 西村 正子 に対して、教育長が臨時に代理して永年
にしむら まさこ

精勤として表彰したことを報告し、承認された。



報 告 事 項

◆『平成26年度山口県公立学校教員採用候補者選考試験実施大綱』について、報告さ

れた。

【概要】











【 質 疑 】

○村上委員長：受験年齢を引き上げた要因は何か。

●教職員課長：今、４０代前後の中堅世代の教員が手薄な状況にあるため、この年代

の人材を採用し、教員全体の年齢バランスを維持することを考えてい

る。また、受験者数の増加も見込まれるため、より優秀な方を採用し

たいと考えている。

○岡 野 委 員：新たに博士号取得者特別選考を実施する予定だが、どのくらいの受験

者数があると見込んでいるのか。

●教職員課長：博士号を取得している受験者数は多くないと思われるが、大学等で教

育に関する研究をされてきた経験を生かし、活躍していただきたい。

○稲 野 委 員：新たに身体障害者を対象とした選考の実施教科等に養護教諭を加える

が、養護教諭の試験には実技試験があると思われる。その際、どのよ

うな特別な配慮などを考えているか。

●教職員課長：受験者の身体障害の特性に十分配慮しながら試験を実施していくこと

としている。今までも、視覚障害や聴覚障害がある受験者に対しても、

個人の障害の特性に応じた配慮をして、試験を実施している。

○山 縣 委 員：今年度の山口県公立学校教員採用候補者選考試験では、小学校におけ

る受験倍率が例年よりも下がっていたが、来年度の試験の１４の主な

変更点により、どのくらい受験者数が増加すると予測しているのか。

●教職員課長：受験者数の増加の予測については、現時点ではお答えできかねるが、

今年度と比べ、より多くの方が受験されるものと考えている。また、

東京都、大阪府、広島県及び福岡県など県外においても、現在教職に

ある方、教員志望の方などを対象とした説明会を充実させ、受験者の

増加を図りたい。


